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【確認１】 満 16 歳未満の子については、収入がある場合であっても、義務教育を受ける年齢階層にあるため、その収入

は実質上親権者に帰属すると考えることが社会通念であるとして、収入の確認を省略します。 

【確認２】 送金について、別居している子を被扶養者として申請する場合、｢被保険者により生計が維持されている｣とみ 

なされる条件を満たす必要があります。また、別居後も被保険者からの送金により生計が維持されていること 

を証明する必要があります（単身赴任による別居を除く）。 

なお、送金は被保険者から認定対象者の口座に送金を毎月行なわなければなりません。 

少なくとも別居後 6 ケ月間の送金を証明する書類を添付のうえ申請してください。扶養調査にて「銀行振り 

込み控え」、「預金通帳等の写し」、「現金書留の控え(写しを含む)」のいずれかを提出していただき、送金の確認 

をいたします。送金額については、健保組合にお問い合わせください。 

チャート 2① 子（16 歳未満） 

あなたは配偶者よりも年収（あるいは所得）が高いですか？ 

（もしくは、あなたが児童手当を受給していますか？） 

点検 3 
あなたは、お子さんに毎月定期的に仕送り 

（送金）【確認 2】をしていますか？ 

あなたは、お子さんと同居し、家計もご一緒ですか？【確認 1】 

点検 4 

当健康保険組合において審査をしますので、 

被扶養者届と各種事実確認の書類を届出てください。 

被扶養者の要件を満たしていません。 

他の健康保険への加入手続きをして

下さい。 

ただし、里帰り出産で一時的な別居の

場合は申請を受け付けいたします。

点検 1 

点検 2 原則として、被扶養者
となりません。 

点検 5 


